
情報開示の基本方針

　当社は、株主、投資家の皆様に対し、透明性、公平性、継続性を基本に迅速な情報提供に努めています。
　金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時開示規則に準拠した情報の開示に努めるほか、
　当社を理解していただくために有効と思われる情報につきましても、当社の判断によりタイムリーかつ積極的な情報開示に努めています。
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  ・開示の要否および開示内容の妥当性の検討
  ・情報開示に係る体制整備・運用の適切性の検討
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